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日
本
の
居
留
地
体
制
下
に
あ
っ
て
、
異
民
族
と
し
て
最
大
多
数
を
占
め
て
き

た
清
国
人
の
問
題
は
、
い
わ
ゆ
る
「
華
僑
」
問
題
と
し
て
、
彼
ら
の
商
業
活
動

に
研
究
の
重
点
が
置
か
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
視
点
は
、
居
留
地
在
住
の
外
国

商
人
の
活
動
の
一
端
を
考
察
す
る
上
で
は
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
と
な
っ

て
は
き
た
が
、
一
方
で
彼
ら
の
日
本
国
内
に
お
け
る
生
活
の
実
態
、
な
い
し
は

異
民
族
国
家
の
中
で
生
活
者
と
し
て
、
彼
ら
が
直
面
し
て
き
た
問
題
を
考
察
す

る
視
野
を
限
定
し
て
き
た
事
実
は
否
め
な
い
。
と
り
わ
け
、
西
欧
人
と
の
比
較

で
清
国
人
の
間
に
著
し
い
特
徴
を
見
い
出
す
こ
と
の
出
来
る
日
本
人
妻
と
、
そ

の
間
に
生
ま
れ
た
子
の
問
題
は
大
き
い
。
日
本
人
妻
の
問
題
は
、
多
く
の
場
合

「
妾
」
問
題
と
し
て
一
括
さ
れ
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
実
体
に
つ
い
て
の

日
本
人
女
性
の
対
清
国
人
婚
姻
形
態
と
子
女

就
籍
問
題
に
つ
い
て

ｌ

日

清

戦

中

戦

後

を

中

心

に
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に

日
清
戦
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下
に
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け
る
日
本
人
女
性
の
婚
姻
形
態

日
清
戦
後
の
子
女
就
籍
問
題

む
す
び

岩

壁

義

光

考
察
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
に
、
彼
女
た
ち
の
全
体
像
が
今
日
的
意
味
で
理
解

さ
れ
、
結
果
的
に
そ
の
歴
史
的
背
景
を
無
視
す
る
こ
と
と
な
り
、
当
時
の
問
題

点
を
不
鮮
明
な
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
明
治
期
に
展
開
さ
れ
た
国
際

間
の
婚
姻
問
題
、
特
に
在
留
清
国
人
と
「
内
縁
関
係
の
女
性
」
や
、
そ
の
間
に

誕
生
し
た
子
の
就
籍
の
取
扱
問
題
な
ど
が
外
交
史
的
及
び
海
外
交
渉
史
的
側
面

（

詞

上

）

で
は
放
置
さ
れ
て
き
た
。

本
稿
で
は
、
清
国
人
問
題
が
法
的
に
も
、
ま
た
感
情
的
に
も
転
換
し
た
時
期

と
さ
れ
る
日
清
戦
争
期
を
中
心
と
し
て
そ
の
前
後
の
婚
姻
関
係
、
お
よ
び
就
籍

問
題
の
分
析
を
通
じ
、
日
本
の
居
留
清
国
人
政
策
の
特
徴
と
清
国
人
の
対
応
の

一
端
を
中
心
に
み
て
い
き
た
い
。

明
治
二
七
年
七
月
に
開
始
さ
れ
た
日
清
戦
争
は
、
日
清
両
国
の
外
交
関
係
を

途
絶
し
た
た
め
、
日
本
の
各
開
港
場
に
居
留
し
て
い
た
多
く
の
在
留
清
国
人
に

大
き
な
危
機
感
を
も
た
ら
し
た
。
こ
う
し
た
中
で
両
国
は
戦
時
中
も
敵
国
の
地

に
居
留
す
る
こ
と
に
な
る
自
国
民
保
護
の
た
め
、
双
方
に
領
事
館
及
び
公
使
館

が
行
っ
て
い
た
外
交
上
の
事
務
取
扱
を
米
国
に
委
ね
る
こ
と
に
決
し
た
。
そ
の

一
方
、
明
治
政
府
は
対
列
強
政
策
上
か
ら
も
日
本
に
と
っ
て
日
清
戦
争
が
国
際

公
法
に
従
っ
た
〃
文
明
の
戦
争
〃
と
し
て
定
義
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
し
て
、
米
国
総
領
事
に
よ
る
日
本
在
留
の
情
国
人
保
護
を
認
め
る
の
と
並
行

し
、
日
本
の
法
律
を
遵
守
す
る
と
い
う
条
件
の
下
に
彼
ら
の
生
命
・
財
産
の
保

護
と
就
業
の
自
由
を
公
認
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
陸
奥
宗
光
外
務
大
臣
の
強

二
日
清
戦
時
下
に
於
け
る
日
本
人
女
性
の
婚
姻
形
態
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い
指
導
下
に
立
案
さ
れ
、
布
告
さ
れ
た
明
治
二
七
年
「
勅
令
第
百
三
十
七
号
」

（

の

必

）

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
勅
令
は
か
か
る
保
護
の
前
提
と
し
て
居
留
情
国
人
に

日
本
国
法
を
遵
守
す
る
と
い
う
証
と
し
て
、
居
住
地
区
の
関
係
官
庁
へ
自
己
と

家
族
関
係
な
ど
の
自
己
環
境
の
登
録
を
義
務
付
け
た
。
し
か
し
、
こ
の
登
録
制

の
性
格
を
額
面
通
り
敵
国
に
在
留
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
清
国
人
の
生
命
・
財
産

の
保
護
と
就
業
の
自
由
を
目
的
と
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
の
は
疑
問
で
あ

る
。
事
実
、
実
際
に
清
国
人
の
監
視
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
内
務
省
の

訓
令
「
秘
甲
第
二
○
一
号
」
は
、
情
国
人
を
「
普
通
無
条
約
国
人
民
二
比
ス
レ

（

ヘ

Ｊ

）

ハ
ー
層
制
限
シ
タ
ル
地
位
」
に
置
く
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
こ
の
勅
令
に
従

い
登
録
を
済
ま
せ
た
清
国
人
の
日
本
国
内
に
お
け
る
権
利
に
つ
い
て
も
、
あ
く

ま
で
「
清
国
臣
民
ヲ
以
テ
帝
国
臣
民
卜
同
一
ノ
国
民
権
ア
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
之
ヲ

保
護
」
す
る
立
場
に
決
し
て
立
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
特
筆
し
て
い
る
。

こ
の
「
勅
令
第
百
三
十
七
号
」
は
、
施
行
以
後
、
戦
時
立
法
と
し
て
居
留
清

国
人
の
日
常
生
活
を
そ
の
細
部
ま
で
も
規
制
す
る
こ
と
に
な
り
、
日
本
人
女
性

と
在
留
清
国
人
男
性
と
の
婚
姻
に
対
し
て
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。日

本
人
女
性
と
外
国
人
男
性
と
の
婚
姻
は
、
開
港
当
初
は
外
国
人
男
性
が
い

わ
ゆ
る
「
妾
」
と
し
て
日
本
人
女
性
を
「
妻
」
と
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
正
式

に
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
欧

米
男
性
と
の
婚
姻
問
題
が
増
加
し
、
特
に
日
本
人
女
性
の
既
婚
後
の
日
本
国
内

に
お
け
る
財
産
所
有
権
の
問
題
を
英
国
領
事
に
質
問
さ
れ
た
の
を
契
機
と
し

（

４

４

）

て
、
明
治
政
府
は
内
外
人
の
婚
姻
に
関
す
る
法
律
の
整
備
に
取
り
掛
か
っ
た
。

こ
う
し
て
、
明
治
六
年
三
月
十
四
日
内
外
人
の
結
婚
を
規
定
し
た
「
布
告
第
百

三
号
」
が
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
布
告
の
成
立
と
影
響
な
ど
詳
細
は
別
に
譲
る
が
、
そ
の
特
徴
は
認
可
制

と
、
不
動
産
の
外
国
人
所
有
を
禁
止
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の

第
一
条
で
「
日
本
人
外
国
人
ト
婚
姻
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
日
本
政
府
ノ
允
許
ヲ
受

（

Ｆ

Ｄ

）

ク
ベ
シ
」
と
の
前
提
を
掲
げ
た
後
、
そ
の
第
二
条
で
は
婚
姻
に
よ
る
日
本
籍
の

失
効
と
復
籍
の
際
の
許
可
の
必
要
を
規
定
し
、
第
五
条
で
「
日
本
ノ
女
外
国

人
ヲ
婿
養
子
ト
為
ス
者
モ
亦
日
本
政
府
ノ
允
許
ヲ
受
ク
ベ
シ
」
と
明
記
す
る
な

ど
、
国
際
結
婚
を
徹
底
し
て
管
理
下
に
位
置
付
よ
う
と
し
た
明
治
政
府
の
基
本

的
姿
勢
を
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
不
動
産
所

有
に
つ
い
て
も
第
四
条
の
「
外
国
人
二
稼
ス
ル
日
本
ノ
女
ハ
其
身
二
属
シ
タ
ル

者
卜
難
托
日
本
ノ
不
動
産
ヲ
所
有
ス
ル
丁
ヲ
許
サ
ス
但
シ
日
本
ノ
国
法
並
日
本

政
府
ニ
テ
定
ダ
ル
規
則
二
違
背
ス
ル
丁
ナ
ク
ハ
金
銀
動
産
ヲ
特
携
ス
ル
ハ
妨
ケ

ナ
シ
ト
ス
」
が
示
す
よ
う
に
、
外
国
人
へ
不
動
産
所
有
権
が
委
譲
さ
れ
る
こ
と

を
極
度
に
回
避
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
明
治
十
一

年
十
月
十
一
日
、
清
国
広
東
省
広
州
府
香
山
県
出
身
の
商
人
鮠
坤
輿
と
横
浜
長

（

か

Ｏ

）

者
町
在
住
の
富
岡
カ
ネ
の
「
婚
姻
願
」
に
も
、
「
今
般
熟
議
ノ
上
同
人
江
結
婚

仕
候
儀
約
定
イ
タ
シ
候
因
テ
ハ
家
名
相
続
ノ
儀
ハ
養
子
留
吉
ヲ
以
テ
追
テ
相
続

相
致
候
筈
最
も
明
治
六
年
中
被
仰
出
候
御
規
則
ヲ
遵
奉
シ
不
動
産
等
決
テ
持

参
不
仕
候
」
と
、
養
子
に
よ
る
家
名
相
続
と
共
に
不
動
産
に
つ
い
て
は
「
布
告

第
百
三
号
」
遵
守
が
明
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
後
、
日
清
間
は
勿
論
、
日
本
人
の
国
際
結
婚
は
こ
の
布
告
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
て
い
っ
た
が
、
日
清
間
の
結
婚
許
可
に
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
の
が
、

先
述
し
た
「
勅
令
第
百
三
十
七
号
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
勅
令
が
日
清
間
の
婚
姻
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に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
東
京
府
の
例
を
次
に
上
げ
て
み
た
い
。

「
勅
令
第
百
三
十
七
号
」
が
在
留
清
国
人
の
登
録
期
限
日
と
し
た
八
月
二
十

三
日
か
ら
約
一
ケ
月
後
の
九
月
十
八
日
、
東
京
府
下
北
豊
島
郡
に
本
籍
を
持
つ

保
戸
塚
梅
五
郎
か
ら
、
当
時
三
九
歳
で
あ
っ
た
津
田
角
蔵
（
故
人
）
の
長
女

（

序

’

）

「
イ
チ
」
の
「
結
婚
願
」
が
東
京
府
に
提
出
さ
れ
た
。

「
イ
チ
」
の
「

結

婚

願

東
京
府
下
北
豊
島
郡
上
練
馬
村
大
字
上
練
馬
九
拾
壱
番
地
平
民
保
戸
塚

伊
太
郎
方
全
居
平
民
戸
主
津
田
竹
次
郎
後
見
人

保

戸

塚

梅

五

郎

東
京
府
下
北
豊
島
郡
上
練
馬
村
大
字
上
練
馬
九
拾
壱
番
地
平
民
保
戸
塚

伊
太
郎
方
全
居
平
民
戸
主
津
田
竹
次
郎
養
叔
母

津

田

イ

チ

安

政

三

年

二

月

廿

二

日

生

右
戸
主
竹
次
郎
後
見
人
保
戸
塚
梅
五
郎
奉
願
候
前
記
戸
主
養
叔
母
「
イ

チ
」
儀
ハ
過
ル
明
治
七
年
七
月
中
ヨ
リ
原
籍
清
国
広
東
省
肇
慶
府
鶴
山
県
人

民
本
年
八
月
第
百
三
十
七
号
勅
令
ヲ
奉
戴
シ
テ
第
四
三
号
之
登
録
ヲ
受
ヶ
当

時
横
浜
居
留
地
前
橋
町
百
四
拾
七
番
地
在
留
砂
糖
海
産
物
商
黄
達
卿
方
二
被

相
雇
居
候
処
今
般
熟
議
之
上
全
人
が
結
婚
之
儀
自
分
へ
被
申
聞
依
テ
本
人

「
ィ
チ
」
及
ビ
親
戚
へ
婚
家
之
儀
協
議
相
遂
ヶ
候
処
一
同
異
議
無
之
候
間
右

結
婚
仕
リ
度
尤
モ
明
治
六
年
三
月
第
百
三
号
之
御
布
告
ヲ
謹
守
シ
テ
不
動
産

及
ピ
財
産
等
ハ
持
参
不
仕
候
因
テ
該
結
婚
之
儀
御
聞
届
被
成
下
度
別
紙
黄
達

卿
結
婚
証
書
相
添
親
戚
連
署
ヲ
以
テ
此
段
奉
願
上
候
也

明

治

廿

七

年

九

月

十

八

日

こ
の
結
婚
願
書
は
、
「
以
ち
」
と
竹
次
郎
の
「
戸
籍
写
」
と
、
黄
が
身
元
保

証
を
得
る
た
め
米
国
総
領
事
に
提
出
し
た
「
結
婚
証
書
」
と
同
総
領
事
代
理
の

保
証
書
が
添
え
ら
れ
て
東
京
府
へ
提
出
さ
れ
、
十
月
六
日
内
務
大
臣
井
上
馨
の

決
済
を
経
て
、
同
月
二
十
日
婚
姻
が
成
立
し
て
い
る
。

一
般
的
に
結
婚
願
書
受
付
で
形
式
的
に
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
人
身
売
買
へ

の
懸
念
か
ら
両
者
が
結
婚
年
齢
に
達
し
て
い
る
か
、
重
婚
の
恐
れ
が
な
い
か
で

あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
提
出
書
類
受
付
に
あ
た
っ
て
は
こ
の
二
点
が
再
度
確
認

さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
度
の
提
出
書
類
の
内
容
は
従
来
と
は
い
く
つ
か
の
点

で
異
な
っ
て
い
た
。
ま
ず
第
一
に
、
清
国
人
た
る
黄
達
卿
が
す
で
に
「
第
百
三

東
京
府
下
北
豊
島
郡
上
練
馬
村
大
字
上
練
馬
九
拾
壱
番
地
平
民
右
イ
チ

甥

親

戚

従

弟

保

戸

塚

伊

太

郎

④

東
京
府
下
北
豊
島
郡
上
練
馬
村
大
字
上
練
馬
九
百
二
番
地
平
民
右
イ
チ

甥

親

戚

従

弟

関

口

喜

之

助

④

東
京
府
知
事
三
浦
安
殿

東
京
府
下
北
豊
島
郡
上
練
馬
村
大
字
上
練
馬
九
拾
壱
番
地
平
民
保
戸
塚

伊
太
郎
方
全
居
平
民
戸
主
津
田
竹
次
郎
後
見
人

保

戸

塚

梅

五

郎

⑳

東
京
府
下
北
豊
島
郡
上
練
馬
村
大
字
上
練
馬
九
拾
壱
番
地
平
民
保
戸
塚

伊
太
郎
方
全
居
平
民
戸
主
津
田
竹
次
郎
養
叔
母
右
本
人

津
田
イ
チ
④
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十
七
号
勅
令
ヲ
奉
戴
シ
テ
第
四
三
号
之
登
録
ヲ
受
ヶ
」
て
い
る
事
実
を
明
記
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
黄
の
提
出
し
た
「
結
婚
証
書
」
に
も
、
「
第
百

三
十
七
号
勅
令
第
四
三
号
之
登
録
ヲ
済
之
者
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
登
録
の
有
無
の
重
要
性
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
第
二
点
目
と
し
て
日
清
両

国
民
間
の
結
婚
に
米
国
と
い
う
第
三
国
が
介
入
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
述

の
ご
と
く
、
日
清
間
の
外
交
事
務
が
停
止
し
て
か
ら
は
、
米
国
が
居
留
清
国
人

保
護
の
上
か
ら
そ
の
事
務
取
扱
を
代
行
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
介
入
は
当
然
と

言
え
ば
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
米
国
の
清
国
人
保
護
は
文
字
ど
お

り
事
務
代
行
（
冒
○
国
少
両
の
因
○
句
目
閏
国
シ
蜀
蜀
少
男
の
○
国
目
国
両
の
ご
国
‐

冒
○
弓
の
○
蜀
弓
国
固
○
出
国
国
の
同
国
富
国
閃
ｇ
で
あ
っ
て
、
包
括
的
な
保
護

を
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
管
轄
権
も
持
た
な
い
表
層
的

な
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
黄
の
提
出
し
た
「
結
婚
証
書
」
に
対
す
る
在
横

浜
米
国
総
領
事
マ
ク
ァ
ィ
・
ハ
ー
代
理
ジ
ョ
ー
。
Ｈ
・
シ
ー
ド
モ
ァ
の
発
給
し
た

保
証
書
も
、

ｚ
ｏ
ｇ
話
○
号
目
の
冒
○
言
口
翼
昏
誘
○
冨
８
８
夢
①
冒
胃
吋
冨
鴨
呉
言
○
眉

己
胃
国
冒
醇
四
○
匡
月
器
の
巨
豆
①
ｇ
】
日
田
呂
四
員
．
呉
国
○
丙
○
彦
四
日
伊
さ
斤
冨
・

亜
吋
鴛
・
色
巨
頤
胃
図
呉
弓
の
崖
・
画
嗣
蝕
屏
匡
雨
。
〕
“
］
卸
ご
“
冒
隅
①
の
匡
亘
①
只
色
具
弓
○
国
ｏ

蜀
巨
庶
酔
園
国
昌
吊
冨
日
“
ぬ
○
蝕
．
尻
四
日
』
』
言
日
四
日
匡
昌
》
犀
目
》
厨
四
日
』
』
旨
日
酔

ｚ
○
．
檀
．

と
簡
単
な
内
容
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
証
明
書
中
に
さ
え
固
冨
さ
農
冒
呼

唱
凰
を
園
国
冒
の
嵐
白
色
習
昌
》
さ
ら
に
Ｚ
①
国
日
四
日
巨
国
を
］
冨
日
騨
日
巨
昌
に

記
す
な
ど
地
名
の
誤
り
が
目
に
つ
く
。
こ
う
し
た
例
は
「
い
ち
」
と
時
を
同
じ

（

、

ｂ

）

く
し
て
結
婚
願
を
東
京
府
に
提
出
し
た
大
野
サ
ダ
の
場
合
も
、
身
元
保
証
人
と

「
布
告
第
百
三
号
」
に
よ
り
婚
姻
を
成
立
さ
せ
た
日
本
人
女
性
は
、
夫
婦
同

一
国
籍
主
義
に
基
づ
い
た
同
布
告
第
二
条
に
よ
り
情
国
籍
に
編
入
さ
れ
た
。
ま

た
、
彼
女
か
ら
誕
生
し
た
子
も
、
親
子
同
一
国
籍
主
義
に
よ
り
父
の
国
籍
で
あ

る
情
国
籍
に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
血
統
主
義
を
基
礎
と
す
る
親

子
同
一
国
籍
主
義
に
従
っ
た
関
係
が
完
全
に
展
開
さ
れ
る
な
ら
ば
、
本
稿
の
脱

稿
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
だ
が
、
現
実
は
か
か
る
法
的
手
続
き
経
て
夫
婦
と
し

て
自
他
共
に
認
知
さ
れ
た
例
は
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
に
む
し
ろ
少
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
述
し
た
富
岡
カ
ネ
や
津
田
イ
チ
の
例
、
さ
ら
に
小
野
サ

ダ
の
場
合
も
結
婚
前
か
ら
後
日
の
夫
と
な
る
清
国
人
の
商
店
に
使
用
人
と
し
て

同
居
し
て
お
り
、
そ
の
延
長
線
上
で
婚
姻
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。
敢
え
て
こ

な
っ
て
い
る
実
父
大
野
七
郎
兵
衛
の
名
を
ｍ
三
目
両
日
号
巴
と
記
載
す
る
な
ど

単
純
な
ミ
ス
が
多
い
。
身
元
保
証
の
確
認
証
で
あ
る
以
上
、
誤
記
載
は
許
さ
れ

な
い
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
く
も
単
純
な
誤
り
が
な
さ
れ
る
の

は
、
米
国
側
の
在
留
清
国
人
保
護
の
内
容
を
物
語
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
こ
う

し
た
保
証
書
が
一
面
で
は
形
式
主
義
の
上
に
展
開
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を

得
な
い
。

こ
う
し
た
形
式
主
義
と
複
雑
な
手
続
き
の
中
に
、
日
清
両
国
間
の
婚
姻
が
国

際
問
題
の
種
を
潜
在
的
に
内
包
し
た
好
ま
し
か
ら
ぬ
結
婚
で
あ
り
、
こ
れ
を
排

除
し
よ
う
と
す
る
、
血
の
国
際
化
と
は
か
な
り
隔
た
っ
た
、
血
統
主
義
を
偏
重

す
る
明
治
国
家
の
論
理
の
帰
結
を
こ
こ
に
見
い
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

三
日
情
戦
後
の
子
女
就
籍
問
題
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れ
を
換
言
す
れ
ば
、
結
果
と
し
て
の
婚
姻
で
あ
っ
た
。
逆
な
見
方
が
許
さ
れ
る

な
ら
ば
、
結
果
と
し
て
婚
姻
関
係
を
成
立
し
得
な
か
っ
た
女
性
た
ち
、
つ
ま
り

い
わ
ゆ
る
「
妾
」
と
呼
ば
れ
た
「
内
縁
関
係
の
女
性
」
の
存
在
は
、
日
清
間
の

（

ｎ

ソ

）

婚
姻
問
題
を
考
え
る
上
で
は
決
し
て
無
視
し
得
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
女
性
た
ち
の
実
数
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
今
日
確
定
す
る
こ

と
は
殆
ど
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
女
ら
が
産
ん
だ
子
に
対
し
て

実
父
が
行
っ
た
認
知
件
数
か
ら
、
法
的
手
続
き
を
経
た
夫
婦
に
対
す
る
彼
女
ら

の
絶
対
的
多
数
を
、
相
対
的
で
は
あ
る
が
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
な
ぜ
な

ら
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
布
告
第
百
三
号
」
に
よ
り
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ

夫
婦
間
で
は
、
基
本
的
に
誕
生
し
た
子
の
認
知
は
不
必
要
な
行
為
で
あ
り
、
そ

れ
故
に
認
知
件
数
は
「
内
縁
関
係
の
女
性
」
の
絶
対
数
に
相
対
的
に
比
例
す
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
前
提
と
し
て
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
「
内
縁
関
係
の
女

性
一
の
生
ん
だ
「
私
生
児
」
と
、
そ
の
「
移
籍
」
に
つ
い
て
簡
単
に
こ
こ
で
触

性
」
の
生
ん
だ
「
私
生
児
」

れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

~

次
の
史
料
は
、
明
治
二
三
年
四
月
七
日
山
県
有
朋
内
務
大
臣
、
山
田
顕
義
司

法
大
臣
、
青
木
周
蔵
外
務
大
臣
の
連
名
で
神
奈
川
県
の
発
し
た
伺
に
関
す
る
回

答
で
あ
る
。
こ
の
神
奈
川
県
の
伺
と
は
、
英
国
人
男
性
エ
ヌ
・
ピ
ー
・
キ
ン
グ

ド
ン
と
日
本
人
女
性
歌
川
ム
ラ
の
間
に
誕
生
し
た
キ
ン
グ
・
キ
ク
・
キ
ン
グ
ド

ン
の
就
籍
に
関
し
、
神
奈
川
県
側
か
ら
指
示
を
仰
い
だ
も
の
で
あ
る
。

送
第
六
五
号
一

~~~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

廿
三
年
四
月
七
日
達
済

１
１
１
１
１
“
Ｉ
６
ｑ
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
“
１
１
．
０
１
“
１
ｌ
ｂ
Ｉ
▲

こ
の
史
料
か
ら
「
私
生
児
」
の
「
移
籍
」
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
内
法
で
あ

（

ｕ

）

る
「
布
告
第
二
十
一
号
」
を
適
応
す
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
明
治
法
制
下
に
お
い
て
、
「
私
生
児
」
問
題
を
定
義
し
た
の
は
明
治
六
年

一
月
十
八
日
に
発
せ
ら
れ
た
こ
の
「
布
告
第
二
十
一
号
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
布

告
は
、
「
妻
妾
二
非
サ
ル
婦
人
ニ
シ
テ
分
娩
ス
ル
児
子
ハ
一
切
私
生
ヲ
以
テ
論

シ
其
婦
女
ノ
引
受
タ
ル
ヘ
キ
事
」
と
い
う
簡
潔
な
条
文
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は

（

哩

）

明
治
十
三
年
「
布
告
第
三
十
六
号
」
に
よ
り
「
妾
」
の
称
が
抹
消
さ
れ
た
以
外

は
そ
の
ま
ま
存
続
し
、
現
在
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
日
清
戦
中
戦
後
期
に

神

奈

川

県

明
治
廿
二
年
十
月
十
日
附
外
第
八
十
号
伺
本
邦
婦
人
ト
外
国
人
ノ
間
二
生
シ

タ
ル
私
生
児
転
籍
之
件
左
ノ
通
心
得
ベ
シ

外
国
男
子
ト
日
本
婦
人
ト
ノ
間
二
生
シ
タ
ル
私
生
児
ハ
明
治
六
年
第
廿
一
号

布
告
内
国
人
私
生
児
同
様
タ
ル
ベ
キ
ヲ
以
テ
必
ス
婦
女
ノ
籍
二
登
録
ス
ベ
キ

モ
ノ
ト
ス

右
私
生
児
ノ
父
ダ
ル
外
国
人
二
於
テ
其
私
生
児
ヲ
己
ノ
子
ト
認
メ
又
ハ
其
父

母
正
当
ノ
手
続
ニ
ョ
リ
結
婚
シ
其
子
ヲ
嫡
子
ノ
子
ト
為
シ
自
国
ノ
籍
二
編
入

セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ハ
其
母
及
母
方
親
戚
ノ
承
諾
及
其
子
丁
年
以
上
ナ
ル
時
ハ

本
人
ノ
承
諾
ヲ
証
明
ス
ヘ
キ
書
類
ヲ
添
へ
本
国
ノ
当
該
庁
ヲ
経
テ
我
政
府
へ

許
可
ヲ
出
願
ス
ヘ
キ
旨
達
ス
ベ
シ

明
治
廿
三
年
四
月
七
日

（

大

臣

連

名

略

ｌ

筆

者

）

（

、

）

司
法
省
指
令
民
第
六
五
三
号
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も
法
的
効
果
を
有
し
て
い
た
。
布
告
に
よ
る
と
、
明
治
十
三
年
以
降
に
お
い
て

法
的
な
成
婚
を
経
な
い
で
男
女
間
に
誕
生
し
た
子
は
私
生
児
と
見
な
し
、
そ
の

籍
に
つ
い
て
は
母
方
に
入
籍
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
条
項
を
先
に

掲
げ
た
「
司
法
省
指
令
民
第
六
五
三
号
」
の
指
令
に
従
わ
せ
る
と
、
「
私
生
児
」

は
母
の
籍
に
入
れ
ら
れ
日
本
人
と
し
て
の
国
籍
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら

に
こ
の
布
告
に
は
但
し
書
が
あ
り
、
実
父
が
確
定
し
た
場
合
の
子
の
処
遇
を

「
男
子
ヨ
リ
己
レ
ノ
子
ト
見
留
メ
候
上
ハ
婦
女
住
所
ノ
戸
長
二
請
テ
免
許
ヲ
得

候
者
ハ
其
子
其
男
子
ヲ
父
ト
ス
ル
ヲ
可
得
事
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
実
父
が
子
を
実
子
と
認
知
す
れ
ば
、
実
母
は
そ
れ
を
戸
長
に
申
請
し
父

方
の
籍
に
編
入
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
申
請
」
と
「
免
許
」
が
、
日
本
国

籍
か
ら
の
移
籍
の
申
請
と
そ
の
許
可
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。

こ
う
し
た
手
続
き
は
内
務
省
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
が
、
対
外
問
題
と
深
く

関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
結
果
は
内
務
書
記
官
か
ら
外
務
書
記

官
へ
通
知
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
北
海
道
函
館
区
在
住
の
松
田
カ
ト
の
申
請
許
可
通

知
書
を
例
に
し
て
、
「
男
子
ヲ
父
ト
ス
ル
ヲ
可
得
事
」
の
内
容
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。

（

過

）

廿
五
年
十
月
三
十
一
日
接
受

（

主

幹

）

政

務

局

栗

野

慎

一

郎

・

早

川

北

甲

第

二

六

七

号

ノ

内

受

第

一

三

七

五

七

号

北
海
道
函
館
区
東
川
町
平
民
松
田
弥
蔵
長
女
カ
ト
私
生
児
允
昌
儀
ハ
清
国

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

こ
の
文
書
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
内
務
省
か
ら
外
務
省
へ
の
照
会
文
書
で
あ

る
。
松
田
カ
ト
に
与
え
ら
れ
た
許
可
は
、
カ
ト
の
子
「
允
昌
」
が
清
国
人
「
刀

永
祥
ノ
実
子
ニ
付
同
国
籍
へ
引
取
度
旨
」
に
つ
い
て
で
あ
り
、
こ
こ
に
日
本
国

籍
を
有
し
て
い
た
允
昌
が
清
国
籍
へ
移
籍
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
認
知
に
よ
る
移
籍
は
、
一
般
的
に
清
国
へ
の
例
が
最
も
多
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
が
、
以
下
外
務
省
記
録
『
内
外
人
民
間
出
生
ノ
子
女
就
籍
通
知
雑

件
』
（
以
下
『
就
籍
通
知
雑
件
』
と
略
す
）
八
唖
よ
当
わ
Ｖ
を
用
い
て
検
証
し

て
み
た
い
。

（

狸

）

第
一
表
は
、
明
治
二
五
年
十
月
か
ら
同
三
一
年
七
月
迄
に
内
務
省
か
ら
外
務

漸
江
省
寧
波
府
慈
硲
県
章
橋
鎮
故
刀
永
祥
ノ
実
子
二
付
同
国
籍
へ
引
取
度
旨

親
族
張
芹
生
ヨ
リ
願
出
今
般
許
可
相
成
候
条
命
ニ
依
り
此
段
及
通
牒
候
也

明
治
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日

内

務

書

記

官

外

務

書

記

官

御

中

第一表父親国籍別一覧

繕 1 延べ件数国

清

ド イ シ

ス イ ス

ポルトガル

アメリカ合衆国

ロ シ ア

ト ル コ

８

８

３

２

１

１

１

２１

J 1“計

－6－



第二表母親出身地別一覧第三表全国及び横浜在留清国人数

横浜在留
清国人数
(b)

3,339
3，325

1，173

1，808

2，268

2，743

3，248

| 県名 ｜地域 名|作数
市 33

郡 20

郡 15 口
全国在留

年 次
清国人数

(12月末）
(a)

a/b
（％）

明治25

26

27

28

29

30

31

59.9

62.2

74.4

49.6

50.0

52.7

53．0

5，574

5，343

1，576

3，642

4，533

5，206

6，130

０

９

８

３

１

１

~

『日本帝国統計年鑑』各年度版ヨリ作成

北海道

省
に
照
会
さ
れ
た
認
知
に
よ
る
移
籍
状
態
を
国
別
に
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。
延

べ
件
数
一
四
四
件
に
つ
い
て
国
別
に
件
数
を
検
討
し
て
み
る
と
、
清
国
二
一
八

件
、
ド
イ
ツ
八
件
、
ス
イ
ス
三
件
で
以
下
そ
れ
に
続
く
が
、
清
国
が
全
体
の
約

八
八
・
九
％
を
占
め
、
圧
倒
的
な
認
知
件
数
、
す
な
わ
ち
移
籍
件
数
を
示
し
て

い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
本
論
を
少
し
前
に
戻
せ
ば
、
如
何
に
広
範
に
情
国

人
と
の
間
に
「
内
縁
関
係
の
女
性
」
が
存
在
し
て
い
た
か
を
推
察
し
得
る
。
さ

ら
に
清
国
人
の
「
内
縁
関
係
の
女
性
」
を
出
身
地
別
に
分
類
し
た
第
二
表
か

ら
、
こ
う
し
た
女
性
達
が
神
奈
川
県
、
特
に
横
浜
を
中
心
に
集
中
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
明
治
期
を
通
じ
て
横
浜
は
最
大
の
清
国
人
在
留
地
と
な
っ
て
い

た
。
ち
な
み
に
、
第
三
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
治
二
五
年
に
は
三
三
三
九

人
、
同
二
六
年
三
三
二
五
人
、
日
清
戦
争
が
勃
発
し
た
同
二
七
年
は
清
国
へ
の

帰
国
者
が
続
出
し
た
た
め
激
減
し
二
七
三
人
、
同
二
八
年
一
八
○
八
人
、
同

二
九
年
一
三
六
八
人
、
同
三
十
年
二
七
四
三
人
、
最
後
の
同
三
一
年
に
は
三
二

四
八
人
に
上
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
数
値
は
日
本
に
在
留
す
る
全
清
国
人
の
そ

れ
ぞ
れ
五
九
・
九
％
、
六
二
・
二
％
、
七
四
・
四
％
、
四
九
・
六
％
、
五
○
・

○
％
、
五
二
・
七
％
、
五
三
・
○
％
を
占
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
、

清
国
人
を
「
内
縁
関
係
の
男
性
」
と
す
る
女
性
が
、
比
較
的
横
浜
に
多
く
な
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
彼
女
ら
は
特
殊
な
職
業
、
な
い
し
は
特
殊
な
立
場
の
女
性
た
ち

で
あ
っ
た
の
か
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
清
国
商
人
の
家
に
奉
公
人
と
し
て
住
み
込
ん
だ
女

性
が
、
「
内
縁
関
係
」
に
な
る
ケ
ー
ス
が
極
め
て
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
就
籍
通
知
雑
件
』
の
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
そ
の
例
を
上

庁

一イー

愛知県

香川県

埼玉県｜南埼玉郡’ 1

広島県｜安芸郡

新潟県｜佐渡郡

石川県

静岡県

’ 128計

愛知郡

碧海郡

山田郡

小豆島

鹿島郡

賀茂郡

１

１

１

１

1

1

1

1

君津郡 1神奈ﾉ||県 横浜市

高座郡

久良岐郡

三浦郡

鎌倉郡

橘樹郡

都築郡

足柄下郡

大阪府

兵庫県|神戸市｜ ，
東京府

大阪市

石川郡

東京市

荏原郡

７

１

２

１



げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
日
清
両
国
の
父
母
の
間
に
生
ま
れ
、
清
末
民
国
初
め
に

か
け
て
数
奇
な
運
命
を
た
ど
っ
た
作
家
の
蘇
曼
殊
の
母
も
、
十
九
歳
の
時
に
万

竜
茶
行
の
買
弁
を
務
め
て
い
た
曼
殊
の
父
蘇
傑
生
に
日
本
人
の
「
下
女
」
と
し
て

（

喝

）

雇
わ
れ
、
の
ち
曼
殊
を
生
ん
だ
が
実
家
に
曼
殊
を
連
れ
逃
げ
戻
っ
て
い
る
。
お

そ
ら
く
富
岡
カ
ネ
も
津
田
イ
チ
も
小
野
サ
ダ
も
「
下
女
」
と
し
て
奉
公
す
る
内

に
、
何
等
か
の
理
由
に
よ
り
主
人
と
内
縁
関
係
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
四
表
は
彼
女
ら
と
身
元
保
証
人
と
の
関
係
の
一
覧
表
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る

と
比
較
的
長
女
、
次
女
、
姉
、
妹
な
ど
に
集
中
し
て
い
る
が
、
特
に
大
き
な
理

由
が
あ
っ
て
偏
重
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
清
国
人
の

家
へ
家
族
の
女
性
を
「
奉
公
」
に
出
す
こ
と
が
特
異
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
ど

（

蝿

）

ち
ら
か
と
言
え
ば
「
農
村
に
も
漁
村
に
も
人
口
は
余
り
返
っ
て
」
い
る
状
況
の

な
か
で
、
「
家
に
居
て
も
仕
様
の
な
い
娘
た
ち
を
一
つ
返
事
で
喜
ん
で
稼
ぎ
に

出
す
」
様
な
社
会
状
況
の
存
在
が
、
若
い
女
性
た
ち
を
女
工
と
し
て
製
糸
会
社

に
勤
め
さ
せ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
女
ら
を
清
国
人
商
家
へ
奉
公
さ
せ
た
も

の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
「
南
京
町
」
と
呼
ば
れ
た
居
留
地

第四表母親身元保証人続柄

続 柄 ｜件 数
女

女

子

女

女

女

女

姉

母

女

姉

妹

居

人

長

証

娘

姉

妹

姪

子

保

長

庶

庶

次

三

四

五

従

叔

養

養

養

同

無

７

２

１

３

５

３

１

１

２

７

３

２

１

２

２

２

４

０

１

２

１

２

２

計~ 128

（

Ⅳ

）

内
の
中
国
人
街
は
環
境
が
余
り
良
く
な
い
と
噂
さ
れ
て
お
り
、
奉
公
に
出
る
に

際
し
て
は
確
か
に
可
能
性
と
し
て
雇
主
と
「
内
縁
関
係
」
と
な
る
こ
と
を
考
え

た
者
も
一
部
に
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
可
能
性
と
し
て
論
じ
ら

れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
情
国
人
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
重
要

な
こ
と
は
富
国
強
兵
と
い
う
近
代
化
を
国
策
上
の
急
務
と
し
た
こ
と
か
ら
、
そ

の
重
税
に
喘
い
で
い
た
親
や
兄
弟
な
ど
の
身
元
保
証
人
達
の
多
く
が
、
当
時
の

社
会
的
環
境
下
に
「
家
に
居
て
も
仕
様
の
な
い
娘
た
ち
」
を
奉
公
に
出
し
て
い

た
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
彼
ら
が
基
本
的
に
は
速
効
性
の
あ
る

「
口
減
ら
し
」
と
考
え
、
現
金
の
収
入
の
一
方
法
と
し
て
い
た
と
推
論
す
る
の

は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
、
全
く
身
元
保
証
人
も
無
い
ま
ま
、
子
の
移
籍
を
願
い
出
て
い
る

女
性
が
二
十
人
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
中
に
は
単
な
る
奉
公
の
み
を
目
的

と
し
て
清
国
商
人
と
接
近
し
た
の
で
は
な
い
女
性
、
す
な
わ
ち
賎
業
な
ど
を
目

的
に
接
近
し
た
者
も
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
否
定
は
出
来
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
一
方
で
横
浜
に
居
留
し
て
い
た
周
達
清
と
渡
辺
ワ
カ
の
場
合
の
よ

（

超

）

う
に
、
三
人
の
子
を
順
次
三
回
に
亘
っ
て
父
方
に
移
籍
し
て
い
る
例
が
示
す
よ

第五表清国人出身省別一覧

｜出 身省 延べ件数

広

断

江

福

湖

直

不

束

江

蘇

建

北

隷

省

省

省

省

省

省

６

１

５

４

１

１

０

９

１

１詳

’
三1

両I 128

－8－



う
に
、
同
一
の
父
母
の
間
で
誕
生
し
た
複
数
の
子
の
移
籍
が
何
回
か
に
亘
っ
て

実
施
さ
れ
て
い
る
十
三
組
の
事
例
の
存
在
か
ら
、
「
内
縁
関
係
の
女
性
」
は
日

本
国
法
た
る
「
布
告
第
百
三
号
」
に
よ
っ
て
正
式
な
夫
婦
と
は
認
め
ら
れ
て
は

い
な
い
に
せ
よ
、
実
生
活
の
上
で
は
「
夫
婦
」
と
し
て
の
社
会
生
活
を
営
ん
で

い
た
場
合
は
少
な
く
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
点
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
次
ぎ
に
父
で
あ
る
清
国
人
に

つ
い
て
簡
単
に
検
証
を
試
み
て
み
た
い
。

先
に
史
料
と
し
て
引
用
し
た
『
就
籍
通
知
雑
件
』
中
で
父
親
で
あ
る
こ
と
が

第六表清国省府別出身一覧
第七表広州府内県別出身一覧

省名 ｜ 府名 ｜件数
広東省 広州府

肇慶府

惠州府

７

６

３

７

１

湖江省｜寧波府’ 9

嘉興府 2

松江府

蘇州府

鎮江府

江蘇省 ３

１

１’
省福州府

泉州府

福建 ２

２

横州府｜ Ⅱ湖北省

直隷省 天津府 ’

詳|不 詳｜ 】0不

計 言＋
ロI 128

確
認
さ
れ
た
清
国
人
延
べ
一
二
八
人
に
つ
い
て
、
各
省
別
に
み
た
の
が
第
五
表

で
あ
る
。
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
広
東
省
出
身
者
が
横
浜
・
神

（

胆

）

戸
を
中
心
に
日
本
に
お
け
る
華
僑
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
表
も
そ
れ

に
準
じ
た
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
第
六
表
の
省
府
別
一
覧
か
ら
、
広
州
府

と
肇
慶
府
出
身
者
が
延
べ
件
数
で
全
体
の
約
七
二
・
七
％
に
上
っ
て
い
る
の
は

注
意
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
第
七
表
の
広
州
府
出
身
者
の
県
別
一
覧

は
、
「
内
縁
関
係
の
男
性
」
が
香
山
県
を
最
大
の
出
身
地
と
し
て
い
る
事
実
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
香
山
県
は
、
申
す
ま
で
も
な
く
横
浜
に
清
国
人
を
送
り

（

鋤

）

出
し
た
広
州
府
下
で
最
大
の
県
で
あ
る
。

今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
「
内
縁
関
係
の
男
性
」
の
出
身
地
傾
向
と
在
留
清

国
人
一
般
の
出
身
地
傾
向
の
類
似
は
、
ま
さ
に
彼
ら
が
在
留
清
国
人
社
会
に
あ

っ
て
特
異
な
存
在
で
は
な
く
、
ご
く
一
般
的
な
存
在
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は

彼
ら
の
社
会
の
縮
図
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
内
縁

第八表年次別就籍件数対清国一覧

年次 全件数a 清件数bla

M25 1 1

26 5 2

27 0 0

28 10 8

29 40 33

30 45 43

31 43 41

３

市

－

０

３

０

２

７

２

２

４

４

４
１

計 128

－9－

県 別

香山県

南海県

順徳県

新会県

新寧県

新海県

新安県

花 県

番禺県

山水県

件 数

４

４

９

８

３

２

２

２

２

１

３

１



関
係
」
の
男
女
と
両
者
の
間
に
誕
生
し
た
子
の
存
在
が
、
合
法
的
で
は
な
い
に

せ
よ
当
時
に
あ
っ
て
は
一
般
的
な
「
婚
姻
形
態
」
「
親
子
形
態
」
と
し
て
存
立

し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
証
拠
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
「
親
子
形
態
」
は
日
清
戦
争
を
契
機
に
新
し
い
局
面
を
迎
え
る
。

特
に
そ
の
就
籍
数
が
激
増
す
る
の
で
あ
る
。

第
八
表
は
年
次
別
の
就
籍
件
数
、
す
な
わ
ち
日
本
籍
か
ら
清
国
籍
に
移
籍
し

た
子
の
件
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
明
ら
か
に
読
み
取
る
こ
と

が
出
来
る
の
は
、
日
清
戦
争
を
境
に
清
国
籍
へ
の
移
籍
が
劇
的
に
急
増
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
情
国
籍
へ
の
移
籍
と
清
国
籍
以
外
へ
の
移
籍
と

を
比
較
し
て
み
る
と
、
後
者
は
明
治
二
九
年
を
除
け
ば
ほ
ぼ
横
這
い
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
前
者
は
明
治
二
五
年
を
一
と
す
る
と
明
治
二
八
年
は
八
倍
、
翌
二

九
年
は
三
三
倍
、
三
○
年
四
三
倍
、
三
一
年
四
一
倍
に
達
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
現
象
を
も
た
ら
し
た
理
由
を
確
定
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
出
来
な

い
が
、
そ
の
遠
因
と
し
て
は
日
清
戦
争
に
よ
り
日
本
人
の
中
に
増
長
さ
れ
た
清

国
人
蔑
視
に
対
す
る
在
留
情
国
人
側
か
ら
の
対
応
を
上
げ
る
こ
と
が
出
来
よ

』
「
ノ
Ｏ

在
留
清
国
人
達
は
、
戦
後
も
戦
時
立
法
で
あ
っ
た
「
勅
令
第
百
三
十
七
号
」

の
拘
束
下
に
置
か
れ
、
戦
中
同
様
に
日
本
国
法
の
遵
守
を
必
須
条
件
と
し
て
、

自
ら
の
生
命
・
財
産
の
保
全
と
就
業
の
自
由
を
一
応
は
保
証
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
日
清
通
商
航
海
条
約
締
結
以
後
、
戦
時
中
に
失
わ
れ
た
裁
判
管
轄
権
は

回
復
さ
れ
ず
、
ま
た
欧
米
と
日
本
と
の
間
で
実
現
し
た
条
約
改
正
に
よ
る
居
留

地
の
消
滅
を
も
意
味
す
る
内
地
雑
居
の
利
益
も
得
ら
れ
ず
、
彼
ら
の
商
業
活
動

は
著
し
く
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
清
国
人
を
無
条
約
国
人

以
下
の
地
位
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
よ
う
な
行
動
は
、
一
方
で
は
「
法
を
守

（

虹

）

ら
ぬ
清
国
人
」
と
い
う
偏
見
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
確
か
に
日
清
戦

前
か
ら
居
留
地
の
「
南
京
町
」
に
お
け
る
賭
博
行
為
や
ア
ヘ
ン
吸
煙
な
ど
の
社

会
問
題
、
生
活
習
慣
の
相
違
か
ら
く
る
保
健
衛
生
上
の
問
題
な
ど
、
日
本
人
社

（

犯

）

会
に
は
情
国
人
に
対
す
る
偏
見
が
次
第
に
培
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
決
定
的

な
も
の
と
し
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
日
清
戦
争
に
お
け
る
清
国
の
敗
戦
で
あ

っ
た
。こ

う
し
た
偏
見
に
対
し
て
、
在
留
情
国
人
は
そ
の
対
応
に
神
経
質
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
時
代
は
若
干
下
が
る
が
、
明
治
三
二
年
六
月
「
横

浜
中
華
人
民
会
館
」
董
事
飽
混
は
じ
め
、
神
戸
、
長
崎
、
函
館
の
在
留
情
国
人

総
代
九
名
が
提
出
し
た
内
地
雑
居
の
許
可
願
い
に
は
、
在
留
情
国
人
が
「
貴

（

羽

）

邦
人
ノ
排
斥
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
卜
述
フ
ル
所
モ
亦
理
由
ナ
キ
ニ
ァ
ラ
ス
」
と
し

て
、
三
点
を
強
い
て
上
げ
て
い
る
。
特
に
「
其
こ
の
「
支
那
下
等
社
会
ハ
無

教
育
ノ
モ
ノ
多
シ
若
シ
雑
居
ヲ
許
サ
ハ
恐
ク
ハ
日
本
ノ
風
俗
及
衛
生
二
害
ア
ラ

ン
ト
」
と
、
「
其
二
」
の
「
支
那
人
倹
ヲ
以
テ
主
卜
ナ
シ
在
留
国
卜
同
化
セ
ス

唯
タ
積
儲
ヲ
務
メ
テ
之
ヲ
故
国
二
持
チ
帰
ル
若
シ
雑
居
ヲ
許
サ
ハ
日
本
ノ
経
済

二
妨
ケ
ア
ラ
ン
ト
」
の
二
点
は
、
彼
ら
の
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
深
刻
な
認
識

ぶ
り
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
偏
見
に
対
す
る
情
国
人
の
対
応
は
、
「
今

長
崎
神
戸
横
浜
三
港
二
居
留
ス
ル
支
那
人
ハ
皆
能
ク
貴
邦
ノ
法
律
ヲ
守
り
従
来

ノ
弊
風
漸
ヲ
逐
ヒ
テ
漸
減
二
帰
セ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
貴
邦
人
ノ
皆
知
ル
所
ナ
リ
若

吾
国
人
ニ
シ
テ
犯
罪
ノ
所
為
ア
ラ
ハ
直
二
貴
邦
法
律
二
照
シ
テ
懲
治
セ
ン
ノ
ミ

コ
レ
深
慮
ス
ル
ニ
足
ラ
サ
ル
ノ
ー
ナ
リ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
国
法

の
遵
守
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
背
景
に
は
「
勅
令
第
百
三
十
七
号
」
へ
の
配
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盧
が
窺
わ
れ
る
が
、
同
時
に
現
状
で
も
欧
米
人
に
比
較
し
て
数
歩
も
後
退
し
て

い
る
居
留
条
件
を
、
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
て
し
ま
う
可
能
性
の
あ
る
日
本
人
の
清

国
人
排
斥
熱
に
対
す
る
強
い
警
戒
心
が
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

ヲ
（
》
Ｏ

以
上
の
よ
う
な
背
景
の
下
に
、
清
国
人
社
会
の
日
本
国
内
に
お
け
る
評
価
の

上
昇
を
一
目
的
と
し
て
、
慣
習
に
よ
る
「
親
子
関
係
」
か
ら
離
れ
、
日
本
国
法

を
遵
守
し
た
親
子
形
態
、
つ
ま
り
清
国
人
父
親
に
よ
る
広
範
な
認
知
行
為
が
実

施
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
行
動
が
個
々
の
在
留
清
国
人
の
私

意
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
と
も
思
え
る
が
、
雑
居
許
可
願
い
を
提
出
し
た
「
中

華
人
民
会
館
」
の
動
き
や
「
就
籍
」
に
見
ら
れ
る
広
東
省
出
身
者
の
積
極
的
な

認
知
行
動
か
ら
、
同
郷
組
織
で
あ
る
常
な
ど
何
等
か
の
組
織
の
介
在
が
あ
っ
た

（

型

）

と
み
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
動
き
も
純
然
た
る
日
本
人

で
あ
る
「
内
縁
関
係
の
女
性
」
に
ま
で
は
及
ば
ず
、
日
清
戦
後
か
ら
明
治
三
一

年
迄
の
間
で
、
現
在
史
料
と
し
て
確
認
で
き
る
新
た
な
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
例

は
極
め
て
少
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
在
留
情
国
人
が
本
国
に
妻
を
持
つ
あ
る
種

の
「
出
稼
労
働
者
」
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
特
性
か
ら
、
既
婚
者
と
の
重
婚
を

防
止
す
る
意
味
か
ら
そ
の
婚
姻
が
不
可
能
で
あ
っ
た
事
例
も
あ
る
で
あ
ろ
う

が
、
し
か
し
そ
の
一
方
で
そ
う
し
た
妻
帯
の
情
国
人
が
離
婚
を
経
て
日
本
人
女

性
を
妻
と
し
な
か
っ
た
事
実
は
、
換
言
す
れ
ば
「
華
僑
社
会
」
の
排
他
的
と
も

言
え
る
自
己
保
全
と
、
情
国
人
社
会
の
慣
習
の
堅
さ
を
示
す
一
例
と
言
え
な
く

は

な

い

。

以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
在
留
清
国
人
と
日
本
人
女
性
と
の
婚
姻
形
態

は
、
明
治
六
年
以
降
、
基
本
的
に
は
欧
米
人
同
様
に
「
布
告
第
百
三
号
」
に
よ

り
規
定
さ
れ
、
法
的
に
は
欧
米
人
と
同
等
の
扱
い
と
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
そ

の
基
本
は
、
前
提
と
し
て
国
際
間
の
婚
姻
に
対
す
る
許
可
制
の
導
入
に
み
ら
れ

る
国
家
の
介
入
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
注
目
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
夫

婦
同
一
国
籍
主
義
に
よ
る
妻
の
夫
の
国
籍
へ
の
編
入
が
建
前
と
さ
れ
、
両
者
間

に
誕
生
し
た
子
に
つ
い
て
も
親
子
同
一
国
籍
主
義
に
よ
り
父
の
国
籍
に
編
入
さ

れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
清
戦
争
の
勃
発
に
よ
る
両

国
間
の
外
交
関
係
の
途
絶
は
、
「
勅
令
第
百
三
十
七
号
」
に
よ
る
新
し
い
規
制

を
在
留
情
国
人
に
負
わ
せ
た
。
こ
う
し
て
、
彼
ら
の
生
活
は
あ
ら
ゆ
る
面
で
こ

の
勅
令
の
監
視
下
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
婚
姻
も
そ
の
例
外
と
は
な
ら
ず
、

清
国
人
と
日
本
人
の
婚
姻
は
、
清
国
人
が
「
勅
令
第
百
三
十
七
号
」
に
従
っ
た

登
録
済
み
情
国
人
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
婚
姻
許
可
の
基
準
と
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
ま
た
、
清
国
領
事
の
事
務
取
扱
を
な
し
て
い
た
米
国
総
領
事
の
保
証

書
の
必
要
も
新
た
な
る
手
続
き
と
し
て
、
在
留
情
国
人
達
を
手
間
取
ら
せ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

一
方
、
日
清
間
の
婚
姻
関
係
で
特
徴
的
な
の
は
「
内
縁
関
係
」
に
あ
る
「
夫

婦
」
の
広
範
な
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
い
わ
ゆ
る
法
的
な
手
続
き
を
踏
ん
で

い
な
い
「
内
縁
関
係
」
に
あ
っ
た
男
性
と
女
性
で
あ
っ
た
が
、
「
内
縁
関
係
の

女
性
」
の
多
く
は
当
時
広
範
に
存
在
し
た
「
女
工
」
へ
の
道
を
歩
み
つ
つ
あ
っ

た
女
性
と
ほ
ぼ
同
じ
範
鴫
に
属
す
る
者
た
ち
で
あ
り
、
彼
女
ら
は
情
国
人
商
家

四

む

す

び
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へ
住
み
込
み
と
し
て
働
く
間
に
「
内
縁
関
係
」
と
な
っ
た
者
が
多
く
、
彼
ら
の

存
在
は
幕
末
以
来
の
歴
史
と
強
い
慣
習
に
支
え
ら
れ
て
、
実
質
的
に
は
「
夫

婦
」
と
し
て
生
活
を
共
に
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
間
に
誕
生
し
た
子
は
国
内

法
に
よ
り
処
理
さ
れ
母
の
国
籍
に
入
れ
ら
れ
た
が
認
知
に
よ
り
父
の
国
籍
に
編

入
さ
れ
る
例
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
、
特
に
そ
の
傾
向
は
日
清
戦
後
に
顕
著
と

な
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
居
留
地
体
制
の
崩
壊
に
よ
り
従
来
固
持
し
て
き

た
情
国
人
社
会
の
慣
習
の
安
直
な
再
生
産
が
困
難
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
と
共

に
、
日
清
戦
後
の
対
清
蔑
視
の
感
情
が
深
刻
化
し
た
日
本
の
社
会
で
、
商
権
の

拡
張
と
生
活
基
盤
の
安
定
を
目
指
し
た
在
留
清
国
人
の
地
道
な
対
応
の
一
つ
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。

こ
こ
に
は
、
一
貫
し
て
日
清
間
の
婚
姻
に
代
表
さ
れ
る
国
際
結
婚
を
自
己
の

管
理
下
に
位
置
づ
け
、
そ
の
間
に
誕
生
し
た
子
の
去
就
さ
え
も
そ
の
監
督
下
に

位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
明
治
国
家
の
異
民
族
に
対
す
る
姿
勢
と
、
異
民
族
の
中

で
個
々
の
状
況
に
対
応
し
な
が
ら
も
、
な
お
一
方
で
排
他
的
と
も
思
え
る
ほ
ど

自
ら
の
民
族
性
を
重
視
し
て
生
き
抜
こ
う
と
す
る
在
留
情
国
人
の
、
す
な
わ
ち

「
華
僑
」
の
姿
と
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

/-､ ノー1

1 註
､－ノ 1－ノ

国
際
間
の
婚
姻
に
つ
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
国
際
法
の
見
地
か
ら
ア
プ

ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
に
お
い
て
も
国
際
法
の
観
点
か
ら
田
代
有
嗣

『
国
際
法
逐
条
解
説
』
（
日
本
加
除
出
版
昭
四
九
）
を
主
に
参
考
と
し
た
。

し
か
し
、
国
際
法
の
研
究
視
点
で
は
、
国
際
間
の
婚
姻
の
婚
姻
法
に
対
す
る
合

不
合
性
が
問
題
と
さ
れ
た
り
、
婚
姻
法
自
体
の
国
際
法
と
の
関
係
が
主
に
論
じ

ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
当
事
者
間
の
歴
史
的
背
景
な
ど
が
捨

象
さ
れ
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
国
際
法
の
問
題
に
つ
い
て

は
先
学
の
業
績
に
依
拠
す
る
こ
と
と
し
主
な
論
点
と
し
て
は
い
な
い
。

ま
た
、
「
華
僑
」
の
社
会
的
・
経
済
的
側
面
を
重
視
し
て
言
及
し
た
代
表
的
著

書
と
し
て
内
田
直
作
『
日
本
華
僑
社
会
の
研
究
』
（
同
文
館
昭
二
四
）
、
概
説

書
で
は
須
山
卓
、
日
比
野
丈
夫
、
蔵
居
良
造
『
華
僑
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会

昭

五

七

）

な

ど

を

参

考

と

し

た

。

（
２
）
明
治
二
七
年
八
月
に
発
せ
ら
れ
た
「
勅
令
第
百
三
十
七
号
」
の
成
立
と
日
清
戦

争
勃
発
期
の
居
留
清
国
人
保
護
に
つ
い
て
は
拙
槁
「
日
清
戦
争
と
居
留
清
国
人

問
題
ｌ
明
治
二
七
年
『
勅
令
第
百
三
十
七
号
』
と
横
浜
居
留
地
ｌ
」
（
『
法
政

史

学

』

三

六

）

参

照

。

（
３
）
．
○
、
清
国
臣
民
取
締
心
得
二
関
シ
通
知
」
（
東
京
都
公
文
書
館
蔵
『
明
治
二

七

年

第

一

種

官

房

文

書

類

別

外

務

公

使

館

撤

回

及

保

護

』

ｓ

？

田

中

］

画

）

（
４
）
「
内
外
人
民
婚
嫁
規
則
設
立
一
件
提
要
」
（
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
外
務
省
記

録

『

明

治

六

内

外

人

民

結

婚

雑

件

』

中

中

芋

ｅ

（
５
）
内
閣
官
報
局
『
法
令
全
書
』
明
治
六
年
三
月
頁
二
一
三
’
一
三
三
（
原
書
房

復

刻

版

）

（
６
）
「
神
奈
川
県
下
平
民
富
岡
カ
ネ
情
国
人
ト
結
婚
之
件
」
（
前
掲
『
明
治
六
内
外

人
民
結
婚
雑
件
』
甲
甲
千
ら
。
同
文
書
に
は
「
結
婚
願
」
と
共
に
県
庁
に
提
出

さ
れ
た
文
書
と
し
て
、
横
浜
在
留
清
国
正
領
事
官
萢
錫
明
の
神
奈
川
県
令
野
村

靖
宛
照
会
状
、
お
よ
び
鞄
坤
輿
の
「
結
婚
之
儀
照
会
願
」
が
添
付
さ
れ
て
い

る
。
「
結
婚
之
儀
照
会
願
」
は
、
結
婚
願
提
出
の
経
緯
を
知
る
上
で
興
味
深
い

の

で

次

に

掲

げ

て

お

く

。

本

人

願

書

ノ

写
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結

婚

之

儀

照

会

願

商

飽

坤

輿

右
坤
輿
申
上
候
私
儀
広
東
省
広
州
府
香
山
県
ノ
者
ニ
シ
テ
現
今
横
浜
外
国
人

居
留
地
第
百
五
拾
七
番
地
二
住
居
セ
リ
東
洋
渡
航
以
来
横
浜
二
来
リ
生
計
ヲ
ナ

ス
可
既
二
多
年
ヲ
歴
掛
キ
ー
縫
針
ノ
人
ヲ
需
メ
テ
日
本
人
兼
女
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
得

雇
フ
テ
権
リ
ニ
内
事
ノ
補
助
ニ
充
テ
タ
ル
ニ
甚
タ
カ
ヲ
得
タ
リ
今
度
彼
レ
カ
父

母
私
ノ
誠
実
ヲ
尚
フ
見
テ
掎
頼
ス
ベ
キ
者
ト
シ
永
ク
該
女
ヲ
嫁
シ
坤
ト
夫
妻
ヲ

ナ
シ
其
終
身
ヲ
シ
テ
主
ア
ラ
シ
メ
百
年
偕
老
ヲ
致
サ
シ
メ
ン
ー
ヲ
願
上
該
兼
女

二
於
テ
モ
其
意
之
ヲ
楽
シ
ミ
相
従
上
志
節
二
有
ラ
ス
因
テ
業
二
媒
酌
ヲ
情
フ
ニ

林
値
春
ナ
ル
モ
ノ
任
シ
テ
撮
合
信
ヲ
賦
ス
然
シ
テ
坤
惟
フ
ニ
例
規
須
ラ
ク
地
方

官
へ
報
明
ス
ベ
ク
シ
テ
醤
キ
ー
日
本
官
庁
如
斯
案
ヲ
成
セ
シ
丁
有
シ
伏
シ
テ
乞

〃

／

ハ

仁
憲
文
ヲ
神
奈
川
県
庁
二
移
メ
結
婚
ノ
証
ヲ
恩
給
セ
ラ
ル
、
二
至
ラ
シ
メ
ラ
レ

ハ
坤
得
テ
以
テ
瀝
擦
ト
ナ
シ
他
日
子
女
ヲ
携
ヘ
テ
同
ク
郷
国
へ
旗
リ
上
二
慈
親

ヲ
慰
メ
悦
上
実
二
涯
リ
無
キ
ヲ
頂
カ
ン
此
二
請
願
ヲ
書
シ
テ

理
事
府
大
老
爺
ノ
台
前
二
赴
ク
恩
二
施
行
ヲ
准
ル
サ
レ
ョ

光

緒

四

年

九

月

初

一

日

鞄

坤

輿

保

証

人

陳

瑞

祥

（
７
）
「
内
外
人
結
婚
二
関
ス
ル
書
類
」
（
東
京
都
公
文
書
館
蔵
『
明
治
二
十
七
年
第

一

種

官

房

文

書

類

別

外

務

』

忠

？

国

甲

届

）

（
８
）
拙
槁
「
日
清
戦
時
に
お
け
る
日
本
人
女
性
と
居
留
清
国
人
間
の
婚
嫁
問
題
に
つ

い
て
」
（
『
博
物
館
だ
よ
り
』
一
七
’
二
神
奈
川
県
立
博
物
館
）
頁
六

（
９
）
臼
井
勝
美
「
横
浜
居
留
地
の
中
国
人
」
（
『
横
浜
市
史
』
第
三
巻
下
昭
三
八
）

は
、
「
内
縁
関
係
の
女
性
」
に
つ
い
て
「
居
留
中
国
人
の
う
ち
、
若
干
生
活
に

余
裕
の
あ
る
も
の
が
、
日
本
人
女
性
を
雇
入
れ
し
ば
し
ば
こ
れ
を
妾
と
し
た
こ

（
、
）

（
皿
）

へへへ
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ｰｰｰ

（
巧
）

と
は
、
新
聞
紙
上
を
賑
わ
し
た
」
（
頁
九
○
こ
こ
と
に
触
れ
て
い
る
が
、
臼

井
も
こ
う
し
た
「
妾
」
が
「
事
実
上
の
夫
婦
と
異
な
ら
な
か
っ
た
」
点
に
留
意

し
て
い
る
。

「
横
浜
居
留
英
国
人
『
エ
ヌ
・
ピ
ー
・
キ
ン
グ
ト
ン
』
本
邦
人
歌
川
『
ム
ラ
』

ト
ノ
間
二
挙
ダ
ル
私
生
児
『
キ
ン
グ
・
キ
ク
・
キ
ン
グ
ト
ン
』
ノ
国
籍
二
関
シ

同
国
公
使
ヨ
リ
照
会
竝
二
同
国
へ
転
籍
一
件
」
（
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
外

務
省
記
録
『
内
外
人
民
間
出
生
ノ
子
女
就
籍
取
扱
雑
件
』
甲
甲
？
巴

前
掲
『
法
令
全
書
』
明
治
六
年
一
月
頁
一
七

同
上

外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
外
務
省
記
録
「
内
外
人
民
間
出
生
ノ
子
女
就
籍
通
知

雑
纂
」
甲
甲
『
と

第
一
表
か
ら
第
八
表
の
う
ち
、
第
三
表
以
外
の
表
は
前
掲
「
内
外
人
民
間
出
生

ノ
子
女
就
籍
通
知
雑
纂
」
を
資
料
と
し
て
、
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
通
牒

に
は
申
請
官
庁
番
号
、
内
務
省
接
受
番
号
、
接
受
日
、
記
録
課
接
受
日
、
主
管

印
、
政
務
局
調
印
等
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
表
作
成
に
あ
た
り
特
に
必
要
と
思

わ
れ
な
い
も
の
は
省
略
し
た
。

柳
亜
子
「
蘇
曼
殊
伝
略
」
（
飯
塚
朗
訳
『
断
鴻
零
雁
記
』
解
説
頁
二
七
九

束
洋
文
庫
平
凡
社
昭
四
七
）

細
井
和
喜
蔵
『
女
工
哀
史
』
（
岩
波
文
庫
昭
四
八
）
頁
五
三

前
掲
「
横
浜
居
留
地
の
中
国
人
」
頁
八
九
一
’
八
九
五

渡
辺
ワ
カ
と
周
達
清
の
場
合
は
、
は
じ
め
周
阿
定
を
明
治
二
九
年
二
月
に
、
次

の
林
蔵
を
同
年
六
月
に
、
さ
ら
に
遠
昌
を
同
三
一
年
四
月
に
清
国
籍
に
移
し
て

い
る
。
阿
定
以
外
は
文
書
に
は
周
の
姓
が
無
い
。
こ
の
文
書
中
で
子
の
姓
を
付

け
て
い
る
の
は
稀
で
あ
る
。
ま
た
、
林
蔵
の
場
合
に
は
「
明
治
二
十
六
年
十
月

十
五
日
」
と
生
年
月
日
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
誕
生
後
直
ち
に
入
籍
し
た
場
合

－13－
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と
、
遅
れ
て
入
籍
し
た
場
合
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
前
掲
「
内
外
人
民
間

出
生
ノ
子
女
就
籍
通
知
雑
纂
」
午
中
？
巴

（
四
）
内
田
直
作
『
日
本
華
僑
社
会
の
研
究
』
（
同
文
館
昭
二
四
）
頁
一
六
五
。
内

田
は
広
東
省
出
身
者
の
多
い
こ
と
に
つ
い
て
、
「
安
政
六
年
正
月
神
奈
川
、
そ

の
後
の
横
浜
の
開
港
と
と
も
に
広
東
、
上
海
方
面
に
ま
で
進
出
し
て
い
た
欧
米

系
商
社
は
更
に
横
浜
へ
進
出
す
る
に
い
た
り
、
こ
れ
等
外
国
商
社
の
買
弁
使
用

人
と
し
て
広
東
人
の
渡
来
す
る
も
の
が
少
な
く
な
く
、
そ
の
後
今
日
に
い
た
る

ま
で
在
浜
広
東
人
は
、
各
常
を
凌
駕
し
て
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
結
果
と
な
っ

御
協
力
を
賜
わ
り
、
末
尾
な
が
ら
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

〈
付
記
〉

資
料
の
閲
覧
に
際
し
外
務
省
外
交
史
料
館
・
東
京
都
公
文
書
館
の
方
々
に

前
掲
「
横
浜
居
留
地
の
中
国
人
」
頁
九
○
五

「
情
国
人
ノ
内
地
雑
居
二
関
シ
請
願
ノ
件
」
（
外
務
省
『
日
本
外
交
文
書
』
第
三

二

巻

昭

三

○

頁

九

三

）

前
掲
「
横
浜
居
留
地
の
中
国
人
」
頁
八
六
四

条
約
改
正
実
施
に
先
立
つ
明
治
三
十
年
二
月
、
樺
山
内
相
は
西
外
相
に
「
清

国
人
無
条
約
国
人
無
籍
外
国
人
二
適
用
ス
ヘ
キ
警
察
二
関
ス
ル
法
律
規
則
」
及

び
「
情
国
人
無
条
約
国
人
無
籍
外
国
人
二
適
用
ス
ヘ
キ
県
定
警
察
規
定
」
を
示

し
、
特
に
清
国
人
を
対
象
と
し
た
「
取
締
法
令
」
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
規

則
は
清
国
人
の
治
安
を
問
題
に
し
た
項
目
も
多
く
み
ら
れ
る
が
、
阿
片
法
、
富

裁
取
締
な
ど
、
従
来
か
ら
「
南
京
町
」
の
悪
評
を
裏
書
す
る
よ
う
な
項
目
も
多

た
」
と
す
る
。

々
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
本
稿
は
資
料
調
査
に
あ
た
り
、
昭
和
六
○
年
度
文
部
省
科
学
研
究

「
明
治
期
に
お
け
る
在
留
清
国
人
の
法
的
地
位
（
婚
姻
と
国
籍
を
中
心
に
）
」

〈
奨
励
研
究
Ａ
・
課
題
番
号
９
国
ｇ
Ｓ
〉
の
調
査
費
を
一
部
利
用
し
た
も
の

で
す
。
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